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千年煌夜 
博多旧市街ライトアップウォーク 

 

「千年煌夜」—

美しい光に包ま

れた歴史を語り

継ぐ寺社と旧市

街。２００６年に

スタートした博

多旧市街地ライ

トアップウオー

クイベントは、昼

間とは違う厳か

な静寂を醸し出

していました。 

日頃とは違う博

多の街を体感 

し、忙しさから解放されたひと時を過ごしまし

た。 
 

 

福祉・保育予算の増

額を求める 
大 隈 昭 子 

「教育・福祉・医療・介護・保育予算の増額

を求める運動」のひろがりを実感します。 

教育現場では、教員の長時間勤務が蔓延。深

刻な「教員不足」の解消に向けて、現場の教員

と教育研究者の「シンポジウム」では、教員の

長時間勤務が、教員を疲弊させ、子どもたちに

も大きな影響を及ぼしていること、その要因の

一つに、公立学校の教員の「教員給与特別措置

法(1972 年施行)」が、「残業代を支払わず、

定額働かせ放題」と大きな批判が広がり、「若

者の教職離れ」の深刻な要因の一つとして、授

業の持ちコマ数や教職員定数など抜本的改善策

などが議論され、全国署名が呼びかけられてい

ます。 

保育現場では、「保育士の賃金は、全産業比

で月額７万円も低く、自立して生活できない」

などの切実な声と「子ども達に、もう１人の保

育士を」合言葉に保育運動が広がりを見せ､｢異

次元の子育て支援」と言いながら、現実的には

ほとんど効果のない「加算による職員配置」で

誤魔化し、抜本的な改善策を示せず、家族依存

を強めようとする自公政権に迫っています。 

医療の現場からは、人員不足で現場の働き方

が厳しくなるなか、「医療・介護規制緩和策は

許せない。医療・社会保障の拡充で命と人権を

守る政治への転換を求めよう」との訴えに共感

が拡がっています。 

岸田首相は、「経済」「経済」「経済」、

「税収が増える分を減税」などと誤魔化すので

はなく、こうした声にこそ応えるべきです。 

今年の冒頭の５年間４３兆円の違憲の大軍拡

大増税の提案を誤魔化す方便であることが見透

かされ、国民の批判が相次いでいます。 
 

 

マコモダケとベーコ

ンのめんつゆ炒め 
 

マコモダケの緑色の皮

をむき、中の薄皮はピーラ

ーで剥いた後、斜め薄切り

にして、ベーコンと一緒に

バター入れたフライパン

に、めんつゆを入れて炒め、

マコモタケに火が通った 

ら出来上りです！！。初めての珍しい野菜マコ

モダケは、たけのこやアスパラガスの食感に似

て美味しかったです。 
 

 

 

 

 

 
 

社会保険労務士事務所 
人事労務センター 

〒812-0011 

福岡市博多区博多駅前 4-33-11-702 

人事労務センター 
社会保険労務士 大隈昭子 

ＴＥＬ092-982-4188 

FAX 092-982-6170 

Eメール：akiko@b-souken.com 
 

 

人事労務センター 

☎ 092-982-4188  

Fax092-982-6170 
E ﾒｰﾙ akiko@b-souken.com 
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紅ソバが見ごろ 吉野ヶ里歴史公園 
吉野ケ里歴史

公園の「南のム

ラ」では、弥生

時代の農耕風景

を再現しようと

毎年、ソバが栽

培され、赤いそ

ばの花が見頃を 

迎えて赤い絨毯のように開花し、高床式倉庫など

が建ち並ぶ復元された弥生の風景を彩っていま

す。 

吉野ケ里歴史公園には、自宅から近いこともあ

り、健康とリフレッシュを兼ねて何度も出掛けて

います。実りの秋を迎えた今、様々な木の実が実

り、秋の風物詩である景色を楽しむことが出来ま

す。 
 

============================================= 
 

 

 

 

 
 

通信を送ると「吉野ケ里の写真も素晴らしかっ

たよ」「ビジネス総研の記事も感動したよ。大人も

褒められたいよね」などなど・・・いつも寄せて

頂く友人や知人からの素敵な感想に私自身がい

つも励まされています。本当に有難う。心からの

お礼を述べさせて頂きます。 

実家から届いた便りに小学校卒業時の旧友と 

先生方からのサイン

ブックが各１冊入っ

ていました。懐かし

い言葉と名前に癒さ

れ、心が熱くなりま

した。 

２０２３年も、あと５０日足らずですが、1 年

を振り返り、来年に向けて新たな抱負を考えなが

ら、新しい年を迎えたいと思います。 
 

   

 

あとがき

 

人事労務センター 

ホームページＵＲＬ 

    http://roumu.b-souken.com 

 

 

 

     

 

 
 
 

 

Ｑ：労災保険の仕組みと保険

給付は、どのような制度

ですか？ 

Ａ：労災保険は、労働者が業務中の傷病や障

害、死亡した場合に、補償するものと労働

者が通勤中に被った傷病や障害、死亡した

場合に、補償する制度です。 

Ｑ：具体的な補償とはどのようなものですか。 

Ａ：補償は、業務中の傷病や障害に対して、医

療費などの療養補償、休業した場合の休業

補償、障害が残った場合の障害補償、死亡

した場合の遺族補償、葬祭料、その他、傷

病が療養開始から１年６か月を経過した

後も治ゆせず重い症状が残っている場合

の傷病補償年金と介護補償給付の７つの

補償を行う制度です。 

Ｑ：通勤中の災害はどのような制度ですか。 

Ａ：通勤災害とは「就業する際の住居と就業の

場所との間の往復、就業の場所から他の就

業の場所への移動を、合理的な経路及び方

法により往復すること」と規定され、通勤

に利用している合理的な経路を通勤して

いた際の通勤災害を保障する制度です。 

Ｑ：労災保険の受給手続きは、どのように行う

のでしょうか。 

Ａ：労災が起きた場合、当然、会社に報告しま

す。その後、労働基準監督署長あてに労災

保険給付の請求書を提出します。これは、

会社を通じて提出することも、労働者が直

接提出することも可能です。この請求によ

って、労働基準監督署は、労災に該当する

かどうかを調査し、労災として認定される

と補償が適用されます。なお、労災保険は、

正社員だけではなく、パートやアルバイト

社員にも適用されます。 
 

＊申請する補償内容による請求方法や、労災に該当し

ないと不支給決定された場合の不服審査請求など、

詳細については。お気軽にご相談ください。 

 

労災保険制度と 
保険給付の方法 
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